
1

障害者手帳交付システム（権限移譲対応版）導入業務委託

質 問 回 答 書

質問年月日 令和７年（2025 年）６月１０日

回答年月日 令和７年（2025 年）６月１２日

担 当 課 箕面市健康福祉部広域福祉課

資料名 項 目 質 疑 回 答

NO.

１

入 札 説 明

書

NO.

１

P.3

２入札参加

資格（4）

「営業を行うにつき、法令な

どの規定により官公署の免

許、許可又は認可を受けてい

ること」⇒今回の業務で必要

な免許等はありますか？

特にありません。

２ 仕様書 １ P.4 P.6 ２身体障害者手帳交付シス

テム 1）３精神障害者保健福

祉手帳交付システム 1）⇒

「身体：送付先情報」、「精

神：保護者情報」はありませ

んが、不要でしょうか？

いずれも不要です。

３ 仕様書 ２ P.5 ２身体障害者手帳交付シス

テム 4）「また、障害箇所毎の

明細の障害等級から総合種

別、総合等級を自動計算

出来ること」⇒大阪府独自の

計算ルールがありますが、そ

のルールに従う必要はあり

ますか？

大阪府独自の計算ルールに

従ってください。

４ 仕様書 ３ P.5 P.7 ２身体障害者手帳交付シス

テム 16）３精神障害者保健

福祉手帳交付システム 16）

⇒「本システム操作ログが管

理できること」⇒操作ログ

は、どのレベルまで管理しま

すか？

標準化の仕様に基づきます

が、具体的には落札者と協議

のうえ決定します。

５ 現 行 シ ス １ 現行システムで管理されて 現行システムで管理してい
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テ ム か ら

の デ ー タ

移 行 に つ

いて

いる「本人情報」、「交付履歴」

「各マスタ情報」等を新シス

テムへデータ移行すること

は本業務外になりますか？

る「本人情報」、「交付履歴」、

「各マスタ情報」等の新シス

テムへのデータ移行業務は

ありません。


